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３ 用語集

Ⅳ

用
語
集

【あ】
アルバイト…臨時的に雇用され、通常の労働者よりも労働時間が短い、あるいは労働日数が少ない労
　　　　　　働者のこと。P13
育児休業…出産後、原則として1歳に満たない子を養育するために一定期間休業できる制度。　　　
　　　　　　保育所に入所できない場合等に、最大２歳まで延長が可能。P42
育児休業給付金…育児休業期間中の生活保障として給付される雇用保険の給付の一つ。P42
育児時間…子どもが1歳になるまでは、働く時間のうちで、育児のために使用できる時間。P43
イクボス….部下の育児参加に理解があり、積極的に支援する上司や経営者のこと。
　　　　　　育児参加に限らず、家族の介護など、部下が仕事と家庭の両立ができるよう環境整備に
　　　　　　努め、組織でも結果を出せるリーダーのこと。P44
請負契約…業務の完成をもって報酬を得る契約。P13
【か】
解　　雇…会社から一方的に労働契約を終了させること。P30,32,33
介護休業…要介護状態にある家族を介護するために一定期間休業できる制度。P43
介護休業給付金…要介護状態にある家族を介護するために一定期間休業する時の給付金。P43
介護保険料…介護保険制度の維持のために課せられる保険料。第1号被保険者(65歳以上)と第2号被
　　　　　保険者(40～64歳)とに分けられ、保険料の負担は40歳から始まる。P26
解雇予告手当…使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日以上前に予告しなければならない。
　　　　　30日に満たない場合に支払う手当のこと。P33
解雇理由証明書…解雇を通告された場合に労働者が使用者に請求できる、解雇の理由が書かれた書
　　　　　面のこと。P33
架空請求…架空の費目で請求を行い、金品をだまし取ること。請求書を送りつけて現金を指定した
　　　　　　口座に振込ませるなどの手口があり、請求方法は、封書・電子メール・電報などさまざま。P55
確定申告…納税者が自分で、その年に生じた所得とそれに対する所得税額を計算して確定し、納税
　　　　　　すべき税額を税務署に申告する手続きのこと。P48
期間満了…定められた時間が到来したこと。契約期間満了や定年など。P30
休業手当…所得労働日に会社の都合で労働者を休ませた場合、会社は労働者に平均賃金の6割以上
　　　　　　の手当てを支給しなければならない。P23
休憩時間…単に作業に従事しない手待ち時間を含まず、労働者が心身の疲労を回復するための
　　　　　　時間。P22
給付制限…手当ての給付を制限されること。雇用保険では、自分の都合で退職した場合などに、失業
　　　　　　給付の支給が一時的に制限される。P39
共済組合…公務員および私立学校教職員を対象とした公的社会保険を運営する保険者団体のこと。
　　　　　　被保険者や扶養家族が医療保険や福利厚生などの給付を受けることができる。P40
共済年金…かつて国家公務員、地方公務員、私立学校教職員が加入していた年金保険。2階部分の共
　　　　　　済年金は2015年(平成27年)10月に厚生年金に統一され、以降は公務員等も厚生年金保
　　　　　　険に加入することとなった。P41
業務委託契約…ある一定の業務の遂行を第三者に頼んで変わりにしてもらう契約のこと。P13
勤怠管理…出勤や欠勤などを管理すること。通常は会社の総務や使用者が管理する。P27
慶弔休暇…本人や近親者の結婚、出産など(慶事)や近親者の死亡(弔事)が起きた場合に取得できる
　　　　　　休暇。会社ごとに決められている。P23

契約社員…会社などに一定期間だけ採用される労働者のこと。(有期労働契約)P13
健康診断…労働者を雇用したら、使用者は労働者の健康管理をしなければならない。
　　　　　　働き始めるときの「雇入れ健康診断」、1年に1回の「定期健康診断」、深夜業や有害業務に
　　　　　　従事する労働者への「特定業務従事者健康診断」がある。P40
健康保険…社会保険の1つ。業務外での一般生活における病気やけが等に対して、医療費の補助等の
　　　　　　給付を受けることができる。P36,37,40
健康保険証…健康保険に加入した証。被保険者や扶養家族が健康保険の給付を受けることができる。
　　　　　　会社を退職したら返還しなければならない。P37
源泉徴収…給与所得・退職所得など、報酬の支払いの際に、支払者が所定の所得税を天引き徴収し、
　　　　　　国に納付する制度。控除された額はあくまでも見込み額であり、その年の賃金総額が
　　　　　　確定する12月に精算される。P26,48
合意退職…労働者と使用者の合意に基づく退職。お互いが合意すれば即日退職も可能。P30
控　　 除…ある金額から一定の金額を差し引くこと。P26
厚生年金保険…社会保険の1つで、労働者の老後の生活保障や障害を受けた場合等の生活の安定を
　　　　　　図るための制度。P36,37,41
国民健康保険…医療保険制度の1つで、被保険者の疾病、負傷、 出産又は死亡に関して、医療給付又は 
　　　　　 医療費等の支給をする社会保険のこと。主に自営業の方や職場の社会保険に加入しない
　　　　　 方が対象。P40,48
国民年金…日本国内に住んでいるすべての20歳以上60歳未満の人が加入する年金保険。 P41,48
互 助 会 …会員同士の助け合いを目的に作られた組織の名称で、会社によって異なる。
　　　　　　月々会費を集め、社員家族の慶弔費や社員旅行、歓送迎会などの費用として使用する　
　　　　　　ケースが多い。P26,27
個人事業主…法人を設立せずに自ら事業を行っている個人。自営業者。請負契約、業務委託契約の場合
　　　　　　は労働者ではなく独立した個人事業主になる。P13
子の看護休暇…就学前の子どもが病気やけがで看護が必要な場合に取得できる休暇。P43
雇　　　用…賃金を払って、人を雇うこと。
雇用均等室…男女雇用機会均等法、育児介護休業法、パートタイム労働法などの労働に関する法律を
　　　　　　取り扱う公的機関。P42-45,50-51
雇用契約書…労働契約をするときにかわす書類。労働条件通知書、雇入通知書、労働契約書ともいう。
　　　　　　P15,19,54,55,58-59
雇用保険…仕事を辞めた場合(辞めさせられた場合)の生活保障のための保険。他にも育児休業中の
　　　　　　生活保障や60歳を過ぎた場合の雇用継続時の保障(給付)などもある。P36-39
雇用保険被保険者証…雇用保険に加入したことを証明する書類。取得番号は退職後、次の転職先でも
　　　　　　同じ番号を使用するので、大切に保管しておくこと。P37
【さ】
サービス残業…時間外に働いても、その分の賃金が支払われないこと。P25
最低賃金…賃金の最低限度を定めるもの。時間単位で定められており、都道府県毎に金額が異なる。P20
36条協定(サブロク協定)…労働者に、法廷時間を超えて労働をさせることの出来る労使による協定。
　　　　　　P24
産前産後休業…出産前後の休暇のこと。産前6週間(多胎妊娠は14週間)は請求による取得、
　　　　　　産後8週間は経過しないと就業させられない期間のこと。P42

産後パパ育休（出生時育児休業）…産前産後休業を取得しない者（お父さん等）が取得できる育児　　
　　　　　　休業の一種。産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得が可能で、
　　　　　　原則となる１歳までの育児休業とは別に取得できる。P43
時間外手当…法定労働時間を超えて労働した時間に支払われる割増賃金のこと。
　　　　　　残業手当とも言う。P25
時間外労働…法定雇用契約を結んだ労働時間を超えて労働すること。残業とも言う。
　　　　　　法定労働時間を超えた場合、割増賃金（時間外手当）が発生する。P21,25
自己都合退職…自分の都合により退職したこと。P30,31
失業給付…会社を離職後、 労働の意思及び能力を持っている人が職業に就けない場合、被保険者期
　　　　　　間等の要件により支給される給付金のこと。P36-39
社会人基礎力…経済産業省が提唱している言葉で、「前に踏み出す力」、「考え抜く力」、「チームで働く力」
　　　　　　の3つの能力(12の能力要素)から構成されており、職場や地域社会で多様な人々と仕事
　　　　　　をしていくために必要な基礎的な力としている。P5
社会保険…通常は健康保険と厚生年金保険のことをあわせていう。広い意味では「労働保険」と
　　　　　　「社会保険」を合わせたものをいう。P36,37
就業規則…会社で働く時のルールを定めたもの。常時10人以上の労働者を使用している事業場では
　　　　　　作成義務があり、労働基準監督署に届け出ることが必要。P16,17
住 民 税 …都道府県民税と市町村民税の総称。在職中は毎月の給与から控除されるところもある。
　　　　　　前年の所得に対して翌年徴収される。P26,27
出産育児一時金…出産した時に支給される健康保険の給付の一つ。まとまった支出となる出産費用の
　　　　　　一部を助成してくれる制度。被扶養者が出産した場合は家族出産育児一時金が支給される。P42
出産手当金…健康保険の給付の1つ。法律で定められた産前産後休業の間、報酬が得られない場合に
　　　　　　支給される手当。P42
障がい者就労・生活支援センター…障がいのある方の仕事と生活の両面を支援したり相談できる
　　　　　　機関。沖縄県内では6ヶ所ある。P53
試用期間…労働者の能力や適性を見極めるために会社が試しに雇入れる期間のこと。P33
使 用 者 …事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、
　　　　　　事業主のために行為をするすべての者をいう。(労基法第10条)P14
消費者金融…個人に対して小口の融資を行う金融機関。P55
消費生活センター…全国に設置されており、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や
　　　　　　問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受付け、公正な立場で処理にあたって
　　　　　　いる機関。悪徳商法などの被害にあったら相談すること。P55
傷病手当金…健康保険の給付の1つ。私傷病により、就労が不可能で報酬が得られない場合に
　　　　　　給付される手当。P40
賞　　　与…毎月の賃金とは別に、夏や年末などに特別に支払われる賃金のこと。「ボーナス」や
　　　　　　「一時金」ともいう。P16,20
所 得 税 …毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を対象に課税される。P26,27
嘱託社員…正社員とは異なる契約によって勤務する準社員の一種。一般的に定年後も引き続いて
　　　　　　会社に所属する人のことを指す場合が多い。P13
深夜時間…通常午後10時～午前5時までの時間帯をいう。
　　　　　　(例外的に一部地域や期間では午後11時～午前6時の場合もある)P25

整理解雇…経営上の理由により労働者を人員整理し、解雇すること。P30,32
セクシャル・ハラスメント…セクハラともいい、人が嫌がる性的な性質の言動や行為により、ハラスメ
　　　　　　ント職場環境を悪化させること。P45
損害賠償…他人に損害を与えた者が、被害者に対しその損害を填補し、損害がなかったのと同じ状　
　　　　　　態にすることをいう。P20
【た】
代　　　休…休日労働や長時間労働を行った場合、その代償として休日を与えること。「振替休日」とは
　　　　　　違う。P23
退　　　職…自分の意思または会社都合により離職すること。P30,31
退職勧奨（退職強要）…使用者が労働者に退職を勧めるものであり、応じるかどうかは労働者の自由
　　　　　　判断。退職を勧める行為が受ける者の自由な意思決定を妨げ、無理やり勧奨を繰り返す
　　　　　　と強要になる。P33
退　職　金…退職する際に、雇い主などから退職者に支給される金銭。多くは一時金であるが、年金形
　　　　　　式のときもある。退職手当。P16
退職証明書…労働者が退職したことを証明する書類。退職後に次の保険に加入する時に必要な用こと
　　　　　　もある。P48
団　結　権…労働者が、賃金や労働時間などの労働条件の改善のため、団結して組合などを結成し、活動
　　　　　　することを保証する権利。
団体交渉権…労働条件(賃金・労働時間など)や労使間のルール (団交ルール等)に関する労使集間　
　　　　　　の交渉をする権利。P17
団体行動権…要求を実現するために、ストライキなどの団体行動を行う権利。P17
懲戒解雇…労働者の重大な規則違反に対して使用者が労働者を制裁する目的で行う解雇。P30
賃　　　金…労働したことに対して、会社から労働者に支払われるお金のこと。P20
通勤災害…通勤途中での事故による負傷やそれに起因する疾病、その他通勤に起因することの明ら
　　　　　　かな疾病をいう。(通勤でも業務の性質を有するものは除く。)P36-38
定　　 年…ある一定の年齢に達したら仕事を退職する場合のその年齢のこと。またそうした仕組み
　　　　　　によって退職すること。P30
【な】
年金事務所…社会保険に関する届出の受理や、保険料の徴収、年金相談などを行う機関。
                 日本年金機構が運営する。旧社会保険庁の廃止（平成22年1月）に伴い、社会保険事務所 
　　　　　  から名称が変更されたもの。P36,37,52
年金手帳…公的年金の加入者に交付される手帳。基礎年金番号や年金に初めて加入した年月日など
　　　　　　が記載されており、国民年金から厚生年金に、あるいはその逆に切り替える場合や、年金
　　　　　　の請求手続きなどに使用する。P37,51,52
年次有給休暇…労働者の心身のリフレッシュを目的とした休暇のこと。所定労働日に会社を休んで　
　　　　　　も、賃金がもらえる。年休や有休ともいう。P28,29
年末調整…サラリーマンや公務員などの給与所得者に対して事業所等が支払った1年間(1月～12月)
　　　　　　の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、12月の最終支払日に再計算し、所得税の
　　　　　　過不足を調整すること。P26,48

【は】
パ　ー　ト…パートタイム労働者の略。所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の所
　　　　　　定労働時間に比べ短い労働者をいう。P13
派　　　遣…派遣元事業主と雇用関係を結び、派遣先の事業主の指揮命令のもとで働く働き方のこと。P13
ハローワーク…公共職業安定所の通称。求職、求人の申込みや職業紹介や相談、職業訓練の紹介、雇用
保険の各種支給を行っている。P37-39,48,51,52
パワー・ハラスメント...パワハラともいい、職務上の地位や影響力に基づき、相手の人格や尊厳を
　　　　　　侵害する言動を行うことにより、その人や周囲の人に身体的・精神的な苦痛を与え、
　　　　　　就業環境を悪化させること。P46
被保険者…公保険や私保険による補償やサービスを受ける人。P37-42,43
標準報酬…社会保険の保険料や保険給付額を算定するための基準として、便宜的に実際の報酬額の
　　　　　　代わりに用いる金額のこと(標準報酬月額、標準報酬日額など)。P40,42
普通解雇…労働契約を継続していくことに困難な事情があり、やむを得ず行う解雇。P30
不当請求…サービスの利用料金の請求などで、事前に合意した契約内容とは異なる内容の請求を
　　　　　　一方的に行うこと。P55
扶養家族…生活の面倒をみなければならない家族。自分の収入で養われなければならない家族。P36
ブラック企業…労働基準法などをきちんと守っていないために、労働条件が非常に悪く、就職先とし
　　　　　 て望ましくないような会社のこと。長時間労働やサービス残業、パワハラや過重なノルマ
　　　　　　など、働く上で労働者に強いダメージを与える。P47
振替休日…あらかじめ定められた休日を変更し、別の日に休日を与えること。就業規則に振替休日を
　              行うことを規定し、4週4日の休日を確保したうえで、遅くとも前日までに労働者に予告する。
　　　　　　「代休」とは違う。P23
平均賃金…事由発生前3ヶ月間の賃金総額をその期間の総歴日数で割った金額。
　　　　　　休業手当や解雇予告手当などの計算で使用される。P23,33
法定控除…法律で、給料から一定額を差し引くことを認められた額のことで、社会保険料や所得税、
　　　　　　住民税など。法定外控除は労使の合意によって、給料から一定額 を差し引くことを認め
　　　　　　られた額。(組合費、互助会費など)P26,27
法定労働時間...1日につき8時間、1週間40時間(44時間の事業所有り)の労働時間のこと。P21
法テラス・・・日本司法支援センターの愛称。国が設立した法的トラブル解決のための相談・支援機関。P55
ほうれんそう…報告、連絡、相談の略。P7
【ま】
マイナンバー…日本の全住民に付番された、数字１２桁の固有の番号。個人を識別・特定するための番
　　　　　　号で「個人番号」ともいう。本人や被扶養者が社会保険に加入する際、届出書への記載が
　　　　　　必要となる。
マイナンバーカード…数字１２桁の個人番号や、氏名、住所、生年月日、性別等が記載された身分証。
　　　　　 本人の希望により、住民票を有する市町村が発行する。ICチップが組み込まれており、
　　　　　　電子申請や各種証明書の交付に用いることができる。
マタハラ…マタニティハラスメントの略で、妊娠・出産・産休・育休取得をきっかけに、異動や減給、
　　　　　　雇止めなどの不利益な扱いをすること。P44
マ　ナ　ー…ルールではなく、目の前にいる人への心遣い。思いやりや相手を敬う気持ち。P6-9
無期転換ルール…有期労働契約が通算5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者の申込みに
　　　　　　より、契約期間のない労働契約に転換するルールのこと。

　　　　　　2013年(平成25年)4月1日以降に契約したものが対象。P19
無期労働契約…期間の定めのない労働契約のこと。正社員や常用パートなど。P13,19
【や】
雇入通知書…労働条件通知書や雇用契約書、労働契約書ともいう。会社と労働者との間で決められた
　　　　　　働く条件を書面にしたもの。P15,54,55,58,59

雇　止　め…期間の定めのある雇用契約において、これまで何度も契約更新を繰り返ししていた労働者に
　　　　　　対して、雇用期間が満了したことにより契約を更新せずに、労働者を辞めさせること。P30,34
有給休暇…労働義務のある日に休んでも給料が支払われる休暇のこと。P28,29
有期労働契約…期間の定めがある労働契約。契約社員、派遣社員、パート、アルバイト、嘱託社員、
　　　　　　非常勤社員など。P13,18,31,54,55,58，59
【ら】
離　　　職…現在の会社や仕事から離れること。退職、失業をいう。P36-39
離　職　票…退職した時に離職したこと証明する書類。P38,39,P48
労災保険…業務上での災害に対して治療費や賃金補償などを給付する保険。P36-38
労使協定…会社と労働者の過半数代表者(労働組合)との間で結ぶ協定のこと。協定内容によっては
　　　　　　労働基準監督署への届出が必要。P24
労　　　働…頭や身体を使って、モノや人のためになるサービス、新しい価値などをつくること。
労働基準監督署…労働基準法、労働安全衛生法、 最低賃金法など労働に関する法律を取り締まる公的機関。
　　　　　　法違反の行為に対し指導等を行う。その他労災保険の給付の業務を行っている。P50,51
労働基準法…憲法27条第2項の規定を受けて、労働者が人として価値ある生活を営むために、
　　　　　　最低の労働条件を保障することを明らかにした法律のこと。P12
労働組合…労働者が主体になって、労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的  
　　　　　　として組織する団体。ユニオンともいう。P17
労働契約…労働者と使用者間の労務上の約束事。労使の自主的な交渉のもと、合意により労働条件
　　　　　　を決定する。P14,15
労働契約法…雇用にあたり労働者と使用者の間で締結される労働契約の基本的事項を定めた法律。
　　　　　　2007年(平成19)11月に成立し、2008年3月1日から施行された。P12
労働災害…職場で仕事中に受けたケガや病気、死亡事故などをいう。P36-38 
労働時間…使用者の指揮命令のもとで働く時間のことで、休憩時間を除いた始業時から終業時まで
　　　　　　の時間のこと。P21
労働者代表…労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、労働組合がない
　　　　　　場合は、事業所の労働者(正規、非正規は問わない)の過半数を代表する者。P24
労働者派遣契約…派遣元と派遣先との契約。P13
労働条件…仕事の内容や賃金、勤務する日などについて、会社と労働者との間で決められた働く
　　　　　　条件。P15,54,55
労働条件通知書…雇用契約書や雇入通知書ともいう。会社と労働者との間で決められた働く条件を
　　　　　　書面にしたもの。P15,54,55,58,59
労　働　法…働く人を守るための法律をまとめた総称。P12
【わ】
割増賃金…法定時間外労働、又は法定休日に労働者を勤務させた場合、通常の賃金に法律で
                 定められた割増率をかけた賃金のこと。P25
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Ⅳ

用
語
集

【あ】
アルバイト…臨時的に雇用され、通常の労働者よりも労働時間が短い、あるいは労働日数が少ない労
　　　　　　働者のこと。P13
育児休業…出産後、原則として1歳に満たない子を養育するために一定期間休業できる制度。　　　
　　　　　　保育所に入所できない場合等に、最大２歳まで延長が可能。P42
育児休業給付金…育児休業期間中の生活保障として給付される雇用保険の給付の一つ。P42
育児時間…子どもが1歳になるまでは、働く時間のうちで、育児のために使用できる時間。P43
イクボス….部下の育児参加に理解があり、積極的に支援する上司や経営者のこと。
　　　　　　育児参加に限らず、家族の介護など、部下が仕事と家庭の両立ができるよう環境整備に
　　　　　　努め、組織でも結果を出せるリーダーのこと。P44
請負契約…業務の完成をもって報酬を得る契約。P13
【か】
解　　雇…会社から一方的に労働契約を終了させること。P30,32,33
介護休業…要介護状態にある家族を介護するために一定期間休業できる制度。P43
介護休業給付金…要介護状態にある家族を介護するために一定期間休業する時の給付金。P43
介護保険料…介護保険制度の維持のために課せられる保険料。第1号被保険者(65歳以上)と第2号被
　　　　　保険者(40～64歳)とに分けられ、保険料の負担は40歳から始まる。P26
解雇予告手当…使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日以上前に予告しなければならない。
　　　　　30日に満たない場合に支払う手当のこと。P33
解雇理由証明書…解雇を通告された場合に労働者が使用者に請求できる、解雇の理由が書かれた書
　　　　　面のこと。P33
架空請求…架空の費目で請求を行い、金品をだまし取ること。請求書を送りつけて現金を指定した
　　　　　　口座に振込ませるなどの手口があり、請求方法は、封書・電子メール・電報などさまざま。P55
確定申告…納税者が自分で、その年に生じた所得とそれに対する所得税額を計算して確定し、納税
　　　　　　すべき税額を税務署に申告する手続きのこと。P48
期間満了…定められた時間が到来したこと。契約期間満了や定年など。P30
休業手当…所得労働日に会社の都合で労働者を休ませた場合、会社は労働者に平均賃金の6割以上
　　　　　　の手当てを支給しなければならない。P23
休憩時間…単に作業に従事しない手待ち時間を含まず、労働者が心身の疲労を回復するための
　　　　　　時間。P22
給付制限…手当ての給付を制限されること。雇用保険では、自分の都合で退職した場合などに、失業
　　　　　　給付の支給が一時的に制限される。P39
共済組合…公務員および私立学校教職員を対象とした公的社会保険を運営する保険者団体のこと。
　　　　　　被保険者や扶養家族が医療保険や福利厚生などの給付を受けることができる。P40
共済年金…かつて国家公務員、地方公務員、私立学校教職員が加入していた年金保険。2階部分の共
　　　　　　済年金は2015年(平成27年)10月に厚生年金に統一され、以降は公務員等も厚生年金保
　　　　　　険に加入することとなった。P41
業務委託契約…ある一定の業務の遂行を第三者に頼んで変わりにしてもらう契約のこと。P13
勤怠管理…出勤や欠勤などを管理すること。通常は会社の総務や使用者が管理する。P27
慶弔休暇…本人や近親者の結婚、出産など(慶事)や近親者の死亡(弔事)が起きた場合に取得できる
　　　　　　休暇。会社ごとに決められている。P23

契約社員…会社などに一定期間だけ採用される労働者のこと。(有期労働契約)P13
健康診断…労働者を雇用したら、使用者は労働者の健康管理をしなければならない。
　　　　　　働き始めるときの「雇入れ健康診断」、1年に1回の「定期健康診断」、深夜業や有害業務に
　　　　　　従事する労働者への「特定業務従事者健康診断」がある。P40
健康保険…社会保険の1つ。業務外での一般生活における病気やけが等に対して、医療費の補助等の
　　　　　　給付を受けることができる。P36,37,40
健康保険証…健康保険に加入した証。被保険者や扶養家族が健康保険の給付を受けることができる。
　　　　　　会社を退職したら返還しなければならない。P37
源泉徴収…給与所得・退職所得など、報酬の支払いの際に、支払者が所定の所得税を天引き徴収し、
　　　　　　国に納付する制度。控除された額はあくまでも見込み額であり、その年の賃金総額が
　　　　　　確定する12月に精算される。P26,48
合意退職…労働者と使用者の合意に基づく退職。お互いが合意すれば即日退職も可能。P30
控　　 除…ある金額から一定の金額を差し引くこと。P26
厚生年金保険…社会保険の1つで、労働者の老後の生活保障や障害を受けた場合等の生活の安定を
　　　　　　図るための制度。P36,37,41
国民健康保険…医療保険制度の1つで、被保険者の疾病、負傷、 出産又は死亡に関して、医療給付又は 
　　　　　 医療費等の支給をする社会保険のこと。主に自営業の方や職場の社会保険に加入しない
　　　　　 方が対象。P40,48
国民年金…日本国内に住んでいるすべての20歳以上60歳未満の人が加入する年金保険。 P41,48
互 助 会 …会員同士の助け合いを目的に作られた組織の名称で、会社によって異なる。
　　　　　　月々会費を集め、社員家族の慶弔費や社員旅行、歓送迎会などの費用として使用する　
　　　　　　ケースが多い。P26,27
個人事業主…法人を設立せずに自ら事業を行っている個人。自営業者。請負契約、業務委託契約の場合
　　　　　　は労働者ではなく独立した個人事業主になる。P13
子の看護休暇…就学前の子どもが病気やけがで看護が必要な場合に取得できる休暇。P43
雇　　　用…賃金を払って、人を雇うこと。
雇用均等室…男女雇用機会均等法、育児介護休業法、パートタイム労働法などの労働に関する法律を
　　　　　　取り扱う公的機関。P42-45,50-51
雇用契約書…労働契約をするときにかわす書類。労働条件通知書、雇入通知書、労働契約書ともいう。
　　　　　　P15,19,54,55,58-59
雇用保険…仕事を辞めた場合(辞めさせられた場合)の生活保障のための保険。他にも育児休業中の
　　　　　　生活保障や60歳を過ぎた場合の雇用継続時の保障(給付)などもある。P36-39
雇用保険被保険者証…雇用保険に加入したことを証明する書類。取得番号は退職後、次の転職先でも
　　　　　　同じ番号を使用するので、大切に保管しておくこと。P37
【さ】
サービス残業…時間外に働いても、その分の賃金が支払われないこと。P25
最低賃金…賃金の最低限度を定めるもの。時間単位で定められており、都道府県毎に金額が異なる。P20
36条協定(サブロク協定)…労働者に、法廷時間を超えて労働をさせることの出来る労使による協定。
　　　　　　P24
産前産後休業…出産前後の休暇のこと。産前6週間(多胎妊娠は14週間)は請求による取得、
　　　　　　産後8週間は経過しないと就業させられない期間のこと。P42

産後パパ育休（出生時育児休業）…産前産後休業を取得しない者（お父さん等）が取得できる育児　　
　　　　　　休業の一種。産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得が可能で、
　　　　　　原則となる１歳までの育児休業とは別に取得できる。P43
時間外手当…法定労働時間を超えて労働した時間に支払われる割増賃金のこと。
　　　　　　残業手当とも言う。P25
時間外労働…法定雇用契約を結んだ労働時間を超えて労働すること。残業とも言う。
　　　　　　法定労働時間を超えた場合、割増賃金（時間外手当）が発生する。P21,25
自己都合退職…自分の都合により退職したこと。P30,31
失業給付…会社を離職後、 労働の意思及び能力を持っている人が職業に就けない場合、被保険者期
　　　　　　間等の要件により支給される給付金のこと。P36-39
社会人基礎力…経済産業省が提唱している言葉で、「前に踏み出す力」、「考え抜く力」、「チームで働く力」
　　　　　　の3つの能力(12の能力要素)から構成されており、職場や地域社会で多様な人々と仕事
　　　　　　をしていくために必要な基礎的な力としている。P5
社会保険…通常は健康保険と厚生年金保険のことをあわせていう。広い意味では「労働保険」と
　　　　　　「社会保険」を合わせたものをいう。P36,37
就業規則…会社で働く時のルールを定めたもの。常時10人以上の労働者を使用している事業場では
　　　　　　作成義務があり、労働基準監督署に届け出ることが必要。P16,17
住 民 税 …都道府県民税と市町村民税の総称。在職中は毎月の給与から控除されるところもある。
　　　　　　前年の所得に対して翌年徴収される。P26,27
出産育児一時金…出産した時に支給される健康保険の給付の一つ。まとまった支出となる出産費用の
　　　　　　一部を助成してくれる制度。被扶養者が出産した場合は家族出産育児一時金が支給される。P42
出産手当金…健康保険の給付の1つ。法律で定められた産前産後休業の間、報酬が得られない場合に
　　　　　　支給される手当。P42
障がい者就労・生活支援センター…障がいのある方の仕事と生活の両面を支援したり相談できる
　　　　　　機関。沖縄県内では6ヶ所ある。P53
試用期間…労働者の能力や適性を見極めるために会社が試しに雇入れる期間のこと。P33
使 用 者 …事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、
　　　　　　事業主のために行為をするすべての者をいう。(労基法第10条)P14
消費者金融…個人に対して小口の融資を行う金融機関。P55
消費生活センター…全国に設置されており、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や
　　　　　　問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受付け、公正な立場で処理にあたって
　　　　　　いる機関。悪徳商法などの被害にあったら相談すること。P55
傷病手当金…健康保険の給付の1つ。私傷病により、就労が不可能で報酬が得られない場合に
　　　　　　給付される手当。P40
賞　　　与…毎月の賃金とは別に、夏や年末などに特別に支払われる賃金のこと。「ボーナス」や
　　　　　　「一時金」ともいう。P16,20
所 得 税 …毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を対象に課税される。P26,27
嘱託社員…正社員とは異なる契約によって勤務する準社員の一種。一般的に定年後も引き続いて
　　　　　　会社に所属する人のことを指す場合が多い。P13
深夜時間…通常午後10時～午前5時までの時間帯をいう。
　　　　　　(例外的に一部地域や期間では午後11時～午前6時の場合もある)P25

整理解雇…経営上の理由により労働者を人員整理し、解雇すること。P30,32
セクシャル・ハラスメント…セクハラともいい、人が嫌がる性的な性質の言動や行為により、ハラスメ
　　　　　　ント職場環境を悪化させること。P45
損害賠償…他人に損害を与えた者が、被害者に対しその損害を填補し、損害がなかったのと同じ状　
　　　　　　態にすることをいう。P20
【た】
代　　　休…休日労働や長時間労働を行った場合、その代償として休日を与えること。「振替休日」とは
　　　　　　違う。P23
退　　　職…自分の意思または会社都合により離職すること。P30,31
退職勧奨（退職強要）…使用者が労働者に退職を勧めるものであり、応じるかどうかは労働者の自由
　　　　　　判断。退職を勧める行為が受ける者の自由な意思決定を妨げ、無理やり勧奨を繰り返す
　　　　　　と強要になる。P33
退　職　金…退職する際に、雇い主などから退職者に支給される金銭。多くは一時金であるが、年金形
　　　　　　式のときもある。退職手当。P16
退職証明書…労働者が退職したことを証明する書類。退職後に次の保険に加入する時に必要な用こと
　　　　　　もある。P48
団　結　権…労働者が、賃金や労働時間などの労働条件の改善のため、団結して組合などを結成し、活動
　　　　　　することを保証する権利。
団体交渉権…労働条件(賃金・労働時間など)や労使間のルール (団交ルール等)に関する労使集間　
　　　　　　の交渉をする権利。P17
団体行動権…要求を実現するために、ストライキなどの団体行動を行う権利。P17
懲戒解雇…労働者の重大な規則違反に対して使用者が労働者を制裁する目的で行う解雇。P30
賃　　　金…労働したことに対して、会社から労働者に支払われるお金のこと。P20
通勤災害…通勤途中での事故による負傷やそれに起因する疾病、その他通勤に起因することの明ら
　　　　　　かな疾病をいう。(通勤でも業務の性質を有するものは除く。)P36-38
定　　 年…ある一定の年齢に達したら仕事を退職する場合のその年齢のこと。またそうした仕組み
　　　　　　によって退職すること。P30
【な】
年金事務所…社会保険に関する届出の受理や、保険料の徴収、年金相談などを行う機関。
                 日本年金機構が運営する。旧社会保険庁の廃止（平成22年1月）に伴い、社会保険事務所 
　　　　　  から名称が変更されたもの。P36,37,52
年金手帳…公的年金の加入者に交付される手帳。基礎年金番号や年金に初めて加入した年月日など
　　　　　　が記載されており、国民年金から厚生年金に、あるいはその逆に切り替える場合や、年金
　　　　　　の請求手続きなどに使用する。P37,51,52
年次有給休暇…労働者の心身のリフレッシュを目的とした休暇のこと。所定労働日に会社を休んで　
　　　　　　も、賃金がもらえる。年休や有休ともいう。P28,29
年末調整…サラリーマンや公務員などの給与所得者に対して事業所等が支払った1年間(1月～12月)
　　　　　　の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、12月の最終支払日に再計算し、所得税の
　　　　　　過不足を調整すること。P26,48

【は】
パ　ー　ト…パートタイム労働者の略。所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の所
　　　　　　定労働時間に比べ短い労働者をいう。P13
派　　　遣…派遣元事業主と雇用関係を結び、派遣先の事業主の指揮命令のもとで働く働き方のこと。P13
ハローワーク…公共職業安定所の通称。求職、求人の申込みや職業紹介や相談、職業訓練の紹介、雇用
保険の各種支給を行っている。P37-39,48,51,52
パワー・ハラスメント...パワハラともいい、職務上の地位や影響力に基づき、相手の人格や尊厳を
　　　　　　侵害する言動を行うことにより、その人や周囲の人に身体的・精神的な苦痛を与え、
　　　　　　就業環境を悪化させること。P46
被保険者…公保険や私保険による補償やサービスを受ける人。P37-42,43
標準報酬…社会保険の保険料や保険給付額を算定するための基準として、便宜的に実際の報酬額の
　　　　　　代わりに用いる金額のこと(標準報酬月額、標準報酬日額など)。P40,42
普通解雇…労働契約を継続していくことに困難な事情があり、やむを得ず行う解雇。P30
不当請求…サービスの利用料金の請求などで、事前に合意した契約内容とは異なる内容の請求を
　　　　　　一方的に行うこと。P55
扶養家族…生活の面倒をみなければならない家族。自分の収入で養われなければならない家族。P36
ブラック企業…労働基準法などをきちんと守っていないために、労働条件が非常に悪く、就職先とし
　　　　　 て望ましくないような会社のこと。長時間労働やサービス残業、パワハラや過重なノルマ
　　　　　　など、働く上で労働者に強いダメージを与える。P47
振替休日…あらかじめ定められた休日を変更し、別の日に休日を与えること。就業規則に振替休日を
　              行うことを規定し、4週4日の休日を確保したうえで、遅くとも前日までに労働者に予告する。
　　　　　　「代休」とは違う。P23
平均賃金…事由発生前3ヶ月間の賃金総額をその期間の総歴日数で割った金額。
　　　　　　休業手当や解雇予告手当などの計算で使用される。P23,33
法定控除…法律で、給料から一定額を差し引くことを認められた額のことで、社会保険料や所得税、
　　　　　　住民税など。法定外控除は労使の合意によって、給料から一定額 を差し引くことを認め
　　　　　　られた額。(組合費、互助会費など)P26,27
法定労働時間...1日につき8時間、1週間40時間(44時間の事業所有り)の労働時間のこと。P21
法テラス・・・日本司法支援センターの愛称。国が設立した法的トラブル解決のための相談・支援機関。P55
ほうれんそう…報告、連絡、相談の略。P7
【ま】
マイナンバー…日本の全住民に付番された、数字１２桁の固有の番号。個人を識別・特定するための番
　　　　　　号で「個人番号」ともいう。本人や被扶養者が社会保険に加入する際、届出書への記載が
　　　　　　必要となる。
マイナンバーカード…数字１２桁の個人番号や、氏名、住所、生年月日、性別等が記載された身分証。
　　　　　 本人の希望により、住民票を有する市町村が発行する。ICチップが組み込まれており、
　　　　　　電子申請や各種証明書の交付に用いることができる。
マタハラ…マタニティハラスメントの略で、妊娠・出産・産休・育休取得をきっかけに、異動や減給、
　　　　　　雇止めなどの不利益な扱いをすること。P44
マ　ナ　ー…ルールではなく、目の前にいる人への心遣い。思いやりや相手を敬う気持ち。P6-9
無期転換ルール…有期労働契約が通算5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者の申込みに
　　　　　　より、契約期間のない労働契約に転換するルールのこと。

　　　　　　2013年(平成25年)4月1日以降に契約したものが対象。P19
無期労働契約…期間の定めのない労働契約のこと。正社員や常用パートなど。P13,19
【や】
雇入通知書…労働条件通知書や雇用契約書、労働契約書ともいう。会社と労働者との間で決められた
　　　　　　働く条件を書面にしたもの。P15,54,55,58,59

雇　止　め…期間の定めのある雇用契約において、これまで何度も契約更新を繰り返ししていた労働者に
　　　　　　対して、雇用期間が満了したことにより契約を更新せずに、労働者を辞めさせること。P30,34
有給休暇…労働義務のある日に休んでも給料が支払われる休暇のこと。P28,29
有期労働契約…期間の定めがある労働契約。契約社員、派遣社員、パート、アルバイト、嘱託社員、
　　　　　　非常勤社員など。P13,18,31,54,55,58，59
【ら】
離　　　職…現在の会社や仕事から離れること。退職、失業をいう。P36-39
離　職　票…退職した時に離職したこと証明する書類。P38,39,P48
労災保険…業務上での災害に対して治療費や賃金補償などを給付する保険。P36-38
労使協定…会社と労働者の過半数代表者(労働組合)との間で結ぶ協定のこと。協定内容によっては
　　　　　　労働基準監督署への届出が必要。P24
労　　　働…頭や身体を使って、モノや人のためになるサービス、新しい価値などをつくること。
労働基準監督署…労働基準法、労働安全衛生法、 最低賃金法など労働に関する法律を取り締まる公的機関。
　　　　　　法違反の行為に対し指導等を行う。その他労災保険の給付の業務を行っている。P50,51
労働基準法…憲法27条第2項の規定を受けて、労働者が人として価値ある生活を営むために、
　　　　　　最低の労働条件を保障することを明らかにした法律のこと。P12
労働組合…労働者が主体になって、労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的  
　　　　　　として組織する団体。ユニオンともいう。P17
労働契約…労働者と使用者間の労務上の約束事。労使の自主的な交渉のもと、合意により労働条件
　　　　　　を決定する。P14,15
労働契約法…雇用にあたり労働者と使用者の間で締結される労働契約の基本的事項を定めた法律。
　　　　　　2007年(平成19)11月に成立し、2008年3月1日から施行された。P12
労働災害…職場で仕事中に受けたケガや病気、死亡事故などをいう。P36-38 
労働時間…使用者の指揮命令のもとで働く時間のことで、休憩時間を除いた始業時から終業時まで
　　　　　　の時間のこと。P21
労働者代表…労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、労働組合がない
　　　　　　場合は、事業所の労働者(正規、非正規は問わない)の過半数を代表する者。P24
労働者派遣契約…派遣元と派遣先との契約。P13
労働条件…仕事の内容や賃金、勤務する日などについて、会社と労働者との間で決められた働く
　　　　　　条件。P15,54,55
労働条件通知書…雇用契約書や雇入通知書ともいう。会社と労働者との間で決められた働く条件を
　　　　　　書面にしたもの。P15,54,55,58,59
労　働　法…働く人を守るための法律をまとめた総称。P12
【わ】
割増賃金…法定時間外労働、又は法定休日に労働者を勤務させた場合、通常の賃金に法律で
                 定められた割増率をかけた賃金のこと。P25
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【あ】
アルバイト…臨時的に雇用され、通常の労働者よりも労働時間が短い、あるいは労働日数が少ない労
　　　　　　働者のこと。P13
育児休業…出産後、原則として1歳に満たない子を養育するために一定期間休業できる制度。　　　
　　　　　　保育所に入所できない場合等に、最大２歳まで延長が可能。P42
育児休業給付金…育児休業期間中の生活保障として給付される雇用保険の給付の一つ。P42
育児時間…子どもが1歳になるまでは、働く時間のうちで、育児のために使用できる時間。P43
イクボス….部下の育児参加に理解があり、積極的に支援する上司や経営者のこと。
　　　　　　育児参加に限らず、家族の介護など、部下が仕事と家庭の両立ができるよう環境整備に
　　　　　　努め、組織でも結果を出せるリーダーのこと。P44
請負契約…業務の完成をもって報酬を得る契約。P13
【か】
解　　雇…会社から一方的に労働契約を終了させること。P30,32,33
介護休業…要介護状態にある家族を介護するために一定期間休業できる制度。P43
介護休業給付金…要介護状態にある家族を介護するために一定期間休業する時の給付金。P43
介護保険料…介護保険制度の維持のために課せられる保険料。第1号被保険者(65歳以上)と第2号被
　　　　　保険者(40～64歳)とに分けられ、保険料の負担は40歳から始まる。P26
解雇予告手当…使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日以上前に予告しなければならない。
　　　　　30日に満たない場合に支払う手当のこと。P33
解雇理由証明書…解雇を通告された場合に労働者が使用者に請求できる、解雇の理由が書かれた書
　　　　　面のこと。P33
架空請求…架空の費目で請求を行い、金品をだまし取ること。請求書を送りつけて現金を指定した
　　　　　　口座に振込ませるなどの手口があり、請求方法は、封書・電子メール・電報などさまざま。P55
確定申告…納税者が自分で、その年に生じた所得とそれに対する所得税額を計算して確定し、納税
　　　　　　すべき税額を税務署に申告する手続きのこと。P48
期間満了…定められた時間が到来したこと。契約期間満了や定年など。P30
休業手当…所得労働日に会社の都合で労働者を休ませた場合、会社は労働者に平均賃金の6割以上
　　　　　　の手当てを支給しなければならない。P23
休憩時間…単に作業に従事しない手待ち時間を含まず、労働者が心身の疲労を回復するための
　　　　　　時間。P22
給付制限…手当ての給付を制限されること。雇用保険では、自分の都合で退職した場合などに、失業
　　　　　　給付の支給が一時的に制限される。P39
共済組合…公務員および私立学校教職員を対象とした公的社会保険を運営する保険者団体のこと。
　　　　　　被保険者や扶養家族が医療保険や福利厚生などの給付を受けることができる。P40
共済年金…かつて国家公務員、地方公務員、私立学校教職員が加入していた年金保険。2階部分の共
　　　　　　済年金は2015年(平成27年)10月に厚生年金に統一され、以降は公務員等も厚生年金保
　　　　　　険に加入することとなった。P41
業務委託契約…ある一定の業務の遂行を第三者に頼んで変わりにしてもらう契約のこと。P13
勤怠管理…出勤や欠勤などを管理すること。通常は会社の総務や使用者が管理する。P27
慶弔休暇…本人や近親者の結婚、出産など(慶事)や近親者の死亡(弔事)が起きた場合に取得できる
　　　　　　休暇。会社ごとに決められている。P23

契約社員…会社などに一定期間だけ採用される労働者のこと。(有期労働契約)P13
健康診断…労働者を雇用したら、使用者は労働者の健康管理をしなければならない。
　　　　　　働き始めるときの「雇入れ健康診断」、1年に1回の「定期健康診断」、深夜業や有害業務に
　　　　　　従事する労働者への「特定業務従事者健康診断」がある。P40
健康保険…社会保険の1つ。業務外での一般生活における病気やけが等に対して、医療費の補助等の
　　　　　　給付を受けることができる。P36,37,40
健康保険証…健康保険に加入した証。被保険者や扶養家族が健康保険の給付を受けることができる。
　　　　　　会社を退職したら返還しなければならない。P37
源泉徴収…給与所得・退職所得など、報酬の支払いの際に、支払者が所定の所得税を天引き徴収し、
　　　　　　国に納付する制度。控除された額はあくまでも見込み額であり、その年の賃金総額が
　　　　　　確定する12月に精算される。P26,48
合意退職…労働者と使用者の合意に基づく退職。お互いが合意すれば即日退職も可能。P30
控　　 除…ある金額から一定の金額を差し引くこと。P26
厚生年金保険…社会保険の1つで、労働者の老後の生活保障や障害を受けた場合等の生活の安定を
　　　　　　図るための制度。P36,37,41
国民健康保険…医療保険制度の1つで、被保険者の疾病、負傷、 出産又は死亡に関して、医療給付又は 
　　　　　 医療費等の支給をする社会保険のこと。主に自営業の方や職場の社会保険に加入しない
　　　　　 方が対象。P40,48
国民年金…日本国内に住んでいるすべての20歳以上60歳未満の人が加入する年金保険。 P41,48
互 助 会 …会員同士の助け合いを目的に作られた組織の名称で、会社によって異なる。
　　　　　　月々会費を集め、社員家族の慶弔費や社員旅行、歓送迎会などの費用として使用する　
　　　　　　ケースが多い。P26,27
個人事業主…法人を設立せずに自ら事業を行っている個人。自営業者。請負契約、業務委託契約の場合
　　　　　　は労働者ではなく独立した個人事業主になる。P13
子の看護休暇…就学前の子どもが病気やけがで看護が必要な場合に取得できる休暇。P43
雇　　　用…賃金を払って、人を雇うこと。
雇用均等室…男女雇用機会均等法、育児介護休業法、パートタイム労働法などの労働に関する法律を
　　　　　　取り扱う公的機関。P42-45,50-51
雇用契約書…労働契約をするときにかわす書類。労働条件通知書、雇入通知書、労働契約書ともいう。
　　　　　　P15,19,54,55,58-59
雇用保険…仕事を辞めた場合(辞めさせられた場合)の生活保障のための保険。他にも育児休業中の
　　　　　　生活保障や60歳を過ぎた場合の雇用継続時の保障(給付)などもある。P36-39
雇用保険被保険者証…雇用保険に加入したことを証明する書類。取得番号は退職後、次の転職先でも
　　　　　　同じ番号を使用するので、大切に保管しておくこと。P37
【さ】
サービス残業…時間外に働いても、その分の賃金が支払われないこと。P25
最低賃金…賃金の最低限度を定めるもの。時間単位で定められており、都道府県毎に金額が異なる。P20
36条協定(サブロク協定)…労働者に、法廷時間を超えて労働をさせることの出来る労使による協定。
　　　　　　P24
産前産後休業…出産前後の休暇のこと。産前6週間(多胎妊娠は14週間)は請求による取得、
　　　　　　産後8週間は経過しないと就業させられない期間のこと。P42

産後パパ育休（出生時育児休業）…産前産後休業を取得しない者（お父さん等）が取得できる育児　　
　　　　　　休業の一種。産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得が可能で、
　　　　　　原則となる１歳までの育児休業とは別に取得できる。P43
時間外手当…法定労働時間を超えて労働した時間に支払われる割増賃金のこと。
　　　　　　残業手当とも言う。P25
時間外労働…法定雇用契約を結んだ労働時間を超えて労働すること。残業とも言う。
　　　　　　法定労働時間を超えた場合、割増賃金（時間外手当）が発生する。P21,25
自己都合退職…自分の都合により退職したこと。P30,31
失業給付…会社を離職後、 労働の意思及び能力を持っている人が職業に就けない場合、被保険者期
　　　　　　間等の要件により支給される給付金のこと。P36-39
社会人基礎力…経済産業省が提唱している言葉で、「前に踏み出す力」、「考え抜く力」、「チームで働く力」
　　　　　　の3つの能力(12の能力要素)から構成されており、職場や地域社会で多様な人々と仕事
　　　　　　をしていくために必要な基礎的な力としている。P5
社会保険…通常は健康保険と厚生年金保険のことをあわせていう。広い意味では「労働保険」と
　　　　　　「社会保険」を合わせたものをいう。P36,37
就業規則…会社で働く時のルールを定めたもの。常時10人以上の労働者を使用している事業場では
　　　　　　作成義務があり、労働基準監督署に届け出ることが必要。P16,17
住 民 税 …都道府県民税と市町村民税の総称。在職中は毎月の給与から控除されるところもある。
　　　　　　前年の所得に対して翌年徴収される。P26,27
出産育児一時金…出産した時に支給される健康保険の給付の一つ。まとまった支出となる出産費用の
　　　　　　一部を助成してくれる制度。被扶養者が出産した場合は家族出産育児一時金が支給される。P42
出産手当金…健康保険の給付の1つ。法律で定められた産前産後休業の間、報酬が得られない場合に
　　　　　　支給される手当。P42
障がい者就労・生活支援センター…障がいのある方の仕事と生活の両面を支援したり相談できる
　　　　　　機関。沖縄県内では6ヶ所ある。P53
試用期間…労働者の能力や適性を見極めるために会社が試しに雇入れる期間のこと。P33
使 用 者 …事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、
　　　　　　事業主のために行為をするすべての者をいう。(労基法第10条)P14
消費者金融…個人に対して小口の融資を行う金融機関。P55
消費生活センター…全国に設置されており、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や
　　　　　　問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受付け、公正な立場で処理にあたって
　　　　　　いる機関。悪徳商法などの被害にあったら相談すること。P55
傷病手当金…健康保険の給付の1つ。私傷病により、就労が不可能で報酬が得られない場合に
　　　　　　給付される手当。P40
賞　　　与…毎月の賃金とは別に、夏や年末などに特別に支払われる賃金のこと。「ボーナス」や
　　　　　　「一時金」ともいう。P16,20
所 得 税 …毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を対象に課税される。P26,27
嘱託社員…正社員とは異なる契約によって勤務する準社員の一種。一般的に定年後も引き続いて
　　　　　　会社に所属する人のことを指す場合が多い。P13
深夜時間…通常午後10時～午前5時までの時間帯をいう。
　　　　　　(例外的に一部地域や期間では午後11時～午前6時の場合もある)P25

整理解雇…経営上の理由により労働者を人員整理し、解雇すること。P30,32
セクシャル・ハラスメント…セクハラともいい、人が嫌がる性的な性質の言動や行為により、ハラスメ
　　　　　　ント職場環境を悪化させること。P45
損害賠償…他人に損害を与えた者が、被害者に対しその損害を填補し、損害がなかったのと同じ状　
　　　　　　態にすることをいう。P20
【た】
代　　　休…休日労働や長時間労働を行った場合、その代償として休日を与えること。「振替休日」とは
　　　　　　違う。P23
退　　　職…自分の意思または会社都合により離職すること。P30,31
退職勧奨（退職強要）…使用者が労働者に退職を勧めるものであり、応じるかどうかは労働者の自由
　　　　　　判断。退職を勧める行為が受ける者の自由な意思決定を妨げ、無理やり勧奨を繰り返す
　　　　　　と強要になる。P33
退　職　金…退職する際に、雇い主などから退職者に支給される金銭。多くは一時金であるが、年金形
　　　　　　式のときもある。退職手当。P16
退職証明書…労働者が退職したことを証明する書類。退職後に次の保険に加入する時に必要な用こと
　　　　　　もある。P48
団　結　権…労働者が、賃金や労働時間などの労働条件の改善のため、団結して組合などを結成し、活動
　　　　　　することを保証する権利。
団体交渉権…労働条件(賃金・労働時間など)や労使間のルール (団交ルール等)に関する労使集間　
　　　　　　の交渉をする権利。P17
団体行動権…要求を実現するために、ストライキなどの団体行動を行う権利。P17
懲戒解雇…労働者の重大な規則違反に対して使用者が労働者を制裁する目的で行う解雇。P30
賃　　　金…労働したことに対して、会社から労働者に支払われるお金のこと。P20
通勤災害…通勤途中での事故による負傷やそれに起因する疾病、その他通勤に起因することの明ら
　　　　　　かな疾病をいう。(通勤でも業務の性質を有するものは除く。)P36-38
定　　 年…ある一定の年齢に達したら仕事を退職する場合のその年齢のこと。またそうした仕組み
　　　　　　によって退職すること。P30
【な】
年金事務所…社会保険に関する届出の受理や、保険料の徴収、年金相談などを行う機関。
                 日本年金機構が運営する。旧社会保険庁の廃止（平成22年1月）に伴い、社会保険事務所 
　　　　　  から名称が変更されたもの。P36,37,52
年金手帳…公的年金の加入者に交付される手帳。基礎年金番号や年金に初めて加入した年月日など
　　　　　　が記載されており、国民年金から厚生年金に、あるいはその逆に切り替える場合や、年金
　　　　　　の請求手続きなどに使用する。P37,51,52
年次有給休暇…労働者の心身のリフレッシュを目的とした休暇のこと。所定労働日に会社を休んで　
　　　　　　も、賃金がもらえる。年休や有休ともいう。P28,29
年末調整…サラリーマンや公務員などの給与所得者に対して事業所等が支払った1年間(1月～12月)
　　　　　　の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、12月の最終支払日に再計算し、所得税の
　　　　　　過不足を調整すること。P26,48

【は】
パ　ー　ト…パートタイム労働者の略。所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の所
　　　　　　定労働時間に比べ短い労働者をいう。P13
派　　　遣…派遣元事業主と雇用関係を結び、派遣先の事業主の指揮命令のもとで働く働き方のこと。P13
ハローワーク…公共職業安定所の通称。求職、求人の申込みや職業紹介や相談、職業訓練の紹介、雇用
保険の各種支給を行っている。P37-39,48,51,52
パワー・ハラスメント...パワハラともいい、職務上の地位や影響力に基づき、相手の人格や尊厳を
　　　　　　侵害する言動を行うことにより、その人や周囲の人に身体的・精神的な苦痛を与え、
　　　　　　就業環境を悪化させること。P46
被保険者…公保険や私保険による補償やサービスを受ける人。P37-42,43
標準報酬…社会保険の保険料や保険給付額を算定するための基準として、便宜的に実際の報酬額の
　　　　　　代わりに用いる金額のこと(標準報酬月額、標準報酬日額など)。P40,42
普通解雇…労働契約を継続していくことに困難な事情があり、やむを得ず行う解雇。P30
不当請求…サービスの利用料金の請求などで、事前に合意した契約内容とは異なる内容の請求を
　　　　　　一方的に行うこと。P55
扶養家族…生活の面倒をみなければならない家族。自分の収入で養われなければならない家族。P36
ブラック企業…労働基準法などをきちんと守っていないために、労働条件が非常に悪く、就職先とし
　　　　　 て望ましくないような会社のこと。長時間労働やサービス残業、パワハラや過重なノルマ
　　　　　　など、働く上で労働者に強いダメージを与える。P47
振替休日…あらかじめ定められた休日を変更し、別の日に休日を与えること。就業規則に振替休日を
　              行うことを規定し、4週4日の休日を確保したうえで、遅くとも前日までに労働者に予告する。
　　　　　　「代休」とは違う。P23
平均賃金…事由発生前3ヶ月間の賃金総額をその期間の総歴日数で割った金額。
　　　　　　休業手当や解雇予告手当などの計算で使用される。P23,33
法定控除…法律で、給料から一定額を差し引くことを認められた額のことで、社会保険料や所得税、
　　　　　　住民税など。法定外控除は労使の合意によって、給料から一定額 を差し引くことを認め
　　　　　　られた額。(組合費、互助会費など)P26,27
法定労働時間...1日につき8時間、1週間40時間(44時間の事業所有り)の労働時間のこと。P21
法テラス・・・日本司法支援センターの愛称。国が設立した法的トラブル解決のための相談・支援機関。P55
ほうれんそう…報告、連絡、相談の略。P7
【ま】
マイナンバー…日本の全住民に付番された、数字１２桁の固有の番号。個人を識別・特定するための番
　　　　　　号で「個人番号」ともいう。本人や被扶養者が社会保険に加入する際、届出書への記載が
　　　　　　必要となる。
マイナンバーカード…数字１２桁の個人番号や、氏名、住所、生年月日、性別等が記載された身分証。
　　　　　 本人の希望により、住民票を有する市町村が発行する。ICチップが組み込まれており、
　　　　　　電子申請や各種証明書の交付に用いることができる。
マタハラ…マタニティハラスメントの略で、妊娠・出産・産休・育休取得をきっかけに、異動や減給、
　　　　　　雇止めなどの不利益な扱いをすること。P44
マ　ナ　ー…ルールではなく、目の前にいる人への心遣い。思いやりや相手を敬う気持ち。P6-9
無期転換ルール…有期労働契約が通算5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者の申込みに
　　　　　　より、契約期間のない労働契約に転換するルールのこと。

　　　　　　2013年(平成25年)4月1日以降に契約したものが対象。P19
無期労働契約…期間の定めのない労働契約のこと。正社員や常用パートなど。P13,19
【や】
雇入通知書…労働条件通知書や雇用契約書、労働契約書ともいう。会社と労働者との間で決められた
　　　　　　働く条件を書面にしたもの。P15,54,55,58,59

雇　止　め…期間の定めのある雇用契約において、これまで何度も契約更新を繰り返ししていた労働者に
　　　　　　対して、雇用期間が満了したことにより契約を更新せずに、労働者を辞めさせること。P30,34
有給休暇…労働義務のある日に休んでも給料が支払われる休暇のこと。P28,29
有期労働契約…期間の定めがある労働契約。契約社員、派遣社員、パート、アルバイト、嘱託社員、
　　　　　　非常勤社員など。P13,18,31,54,55,58，59
【ら】
離　　　職…現在の会社や仕事から離れること。退職、失業をいう。P36-39
離　職　票…退職した時に離職したこと証明する書類。P38,39,P48
労災保険…業務上での災害に対して治療費や賃金補償などを給付する保険。P36-38
労使協定…会社と労働者の過半数代表者(労働組合)との間で結ぶ協定のこと。協定内容によっては
　　　　　　労働基準監督署への届出が必要。P24
労　　　働…頭や身体を使って、モノや人のためになるサービス、新しい価値などをつくること。
労働基準監督署…労働基準法、労働安全衛生法、 最低賃金法など労働に関する法律を取り締まる公的機関。
　　　　　　法違反の行為に対し指導等を行う。その他労災保険の給付の業務を行っている。P50,51
労働基準法…憲法27条第2項の規定を受けて、労働者が人として価値ある生活を営むために、
　　　　　　最低の労働条件を保障することを明らかにした法律のこと。P12
労働組合…労働者が主体になって、労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的  
　　　　　　として組織する団体。ユニオンともいう。P17
労働契約…労働者と使用者間の労務上の約束事。労使の自主的な交渉のもと、合意により労働条件
　　　　　　を決定する。P14,15
労働契約法…雇用にあたり労働者と使用者の間で締結される労働契約の基本的事項を定めた法律。
　　　　　　2007年(平成19)11月に成立し、2008年3月1日から施行された。P12
労働災害…職場で仕事中に受けたケガや病気、死亡事故などをいう。P36-38 
労働時間…使用者の指揮命令のもとで働く時間のことで、休憩時間を除いた始業時から終業時まで
　　　　　　の時間のこと。P21
労働者代表…労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、労働組合がない
　　　　　　場合は、事業所の労働者(正規、非正規は問わない)の過半数を代表する者。P24
労働者派遣契約…派遣元と派遣先との契約。P13
労働条件…仕事の内容や賃金、勤務する日などについて、会社と労働者との間で決められた働く
　　　　　　条件。P15,54,55
労働条件通知書…雇用契約書や雇入通知書ともいう。会社と労働者との間で決められた働く条件を
　　　　　　書面にしたもの。P15,54,55,58,59
労　働　法…働く人を守るための法律をまとめた総称。P12
【わ】
割増賃金…法定時間外労働、又は法定休日に労働者を勤務させた場合、通常の賃金に法律で
                 定められた割増率をかけた賃金のこと。P25




